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１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。
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半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第89期

第２四半期累計期間
第90期

第２四半期累計期間
第89期

会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2022年４月１日
至 2022年９月30日

自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

売上高 (千円) 1,776,465 2,376,009 3,964,176

経常利益又は経常損失(△) (千円) △150,869 87,701 △142,959

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(千円) △153,978 80,916 △188,054

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 658,240 658,240 658,240

発行済株式総数 (株) 2,632,960 2,632,960 2,632,960

純資産額 (千円) 2,451,114 2,491,443 2,395,977

総資産額 (千円) 8,105,202 8,137,212 8,144,954

１株当たり四半期純利益又は
四半期(当期)純損失(△)

(円) △59.85 31.45 △73.10

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 5.00

自己資本比率 (％) 30.2 30.6 29.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 260,718 388,836 606,445

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △146,207 △183,995 △187,104

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 77,393 △174,585 △51,272

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,533,915 1,740,335 1,710,079

回次
第89期

第２四半期会計期間
第90期

第２四半期会計期間

会計期間
自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

自 2022年７月１日
至 2022年９月30日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

(円) △44.09 22.47

(注) １. 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

３．第89期第２四半期累計期間、第89期及び第90期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当

期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営んでいる事業の内容について重要な変更はありません。

第２ 【事業の状況】
　

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリ

スクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和されつつあり、

経済活動は徐々に回復の兆しが見え始めているものの、新型コロナウイルスの再拡大懸念、世界的な半導体供給不

足やウクライナ情勢などに伴う急激な円安の進行、原材料価格や原油価格の上昇等により、いまだ先行き不透明な

状況にあります。

当社の売上高に大きな影響を与える株式会社ＳＵＢＡＲＵの世界生産台数は、前年同月比７月が13.1％増、同８

月が18.1％増、同９月が138.7％増と増産が続いております。

このような経済環境の中で当第２四半期累計期間の売上高は、自動車用部品部門において、半導体供給不足の影

響が当初計画に比べ緩和され、受注が増加したことを主因に、2,376百万円(前年同期比33.7％増)となりました。

損益面につきましては、原材料価格や電気料の上昇等圧迫要因があった半面、人員配置の適正化や物流コストの

効率運用等、生産性の改善が大きく寄与し、営業利益は56百万円(前年同期は営業損失217百万円)と黒字を確保いた

しました。

営業外収益は受取配当金10百万円、受取賃貸料19百万円、助成金収入25百万円等により59百万円、営業外費用は

支払利息23百万円等により29百万円を計上し、経常利益は87百万円(前年同期は経常損失150百万円)と黒字計上いた

しました。また、特別利益は投資信託を売却し投資有価証券売却益12百万円を計上しました。その結果、四半期純

利益は80百万円(前年同期は四半期純損失153百万円)となりました。

セグメント別の業績については、次のとおりであります。

①自動車用部品

当セグメントの売上高は、半導体供給不足の影響が徐々に緩和され、受注が増加したことから、2,188百万円(前

年同期比37.4％増)となりました。

損益面につきましては、原材料価格や電気料の高騰があったものの、人員配置の適正化や物流コストの削減等、

生産性改善が進んだことから、セグメント利益(経常利益)は、81百万円(前年同期はセグメント損失(経常損失)152

百万円)となりました。

②自社製品

当セグメント全体の売上高は、187百万円(前年同期比1.8％増)となりました。内訳としては、電子機器部門が新

規先や既存先に対する営業強化やカタログ品の価格改定等が奏功し95百万円(前年同期比23.7％増)となりました。

一方、駐輪部門においては、受注した大型の官公庁や駅等の工事を伴う案件の検収時期が下期のものが多かったこ

とから、当第２四半期累計期間に計上される売上高は91百万円(前年同期比14.0％減)に留まりました。

損益面につきましては、セグメント損失(経常損失)は７百万円(前年同期はセグメント損失(経常損失)14百万円

(内電子機器部門はセグメント損失(経常損失)３百万円(前年同期はセグメント損失(経常損失)15百万円)、駐輪部門

はセグメント損失(経常損失)３百万円(前年同期はセグメント利益(経常利益)１百万円)))となりました。

③賃貸不動産

賃貸不動産のセグメント利益(経常利益)は賃料改定により、13百万円(前年同期比12.2％減)となりました。なお、

収益及び費用は営業外に計上しています。
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当第２四半期会計期間末における総資産は、前期末比７百万円減少し8,137百万円となりました。

　・資産

流動資産は、現金及び預金が30百万円、受取手形及び売掛金が14百万円、電子記録債権が30百万円増加し、その

他のうち未収入金が18百万円減少したこと等から57百万円増加し2,994百万円となりました。

固定資産は、機械及び装置が32百万円、建設仮勘定が82百万円増加し、建物が38百万円、工具、器具及び備品が

64百万円、リース資産が113百万円減少したこと等から有形固定資産は102百万円減少し4,331百万円となり、また、

投資有価証券が35百万円増加したこと等から投資その他の資産は37百万円増加し808百万円となりました。その結

果、固定資産全体では64百万円減少し5,142百万円となりました。

　・負債

流動負債は、支払手形及び買掛金が36百万円、未払金が11百万円、未払法人税等が17百万円、賞与引当金が10百

万円増加し、短期借入金が79百万円、その他のうちリース債務が10百万円、未払消費税等が18百万円及び設備関係

支払手形が10百万円減少したこと等から39百万円減少し2,702百万円となりました。

固定負債は、その他のうち繰延税金負債が12百万円増加し、長期借入金が13百万円、その他のうちリース債務が

57百万円減少したこと等から63百万円減少し2,943百万円となりました。その結果、負債全体では103百万円減少し

5,645百万円となりました。

　・純資産

純資産は、配当金の支払が12百万円、第２四半期純利益が80百万円となり利益剰余金が68百万円増加し、また、

その他有価証券評価差額金が27百万円増加したことから95百万円増加し、その結果、純資産額は2,491百万円となり

ました。これにより自己資本比率は30.6％となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前第２四半期累計期間末と比

べ206百万円増加し、1,740百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は388百万円（前年同期は260百万円）となりました。収入の主な内訳は税引前四半

期純利益99百万円、減価償却費230百万円、賞与引当金の増加10百万円、仕入債務の増加74百万円、支出の主な内訳

は投資有価証券売却益12百万円、売上債権の増加47百万円、未払消費税等の減少18百万円であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により減少した資金は183百万円（前年同期は146百万円）となりました。収入の主な内訳は投資有価証

券の売却による収入20百万円、支出の主な内訳は有形固定資産の取得193百万円であります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により減少した資金は174百万円（前年同期は77百万円の増加）となりました。金融機関からの長期借入

れによる収入400百万円に対し、支出は長期借入金の返済493百万円、リース債務の返済68百万円、配当金の支払12

百万円であります。

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

(4) 研究開発活動

当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は18百万円であります。

なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 5,000,000

計 5,000,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,632,960 2,632,960
東京証券取引所
スタンダード市場

　単元株式数は
　100株であります。

計 2,632,960 2,632,960 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年９月30日 ― 2,632,960 ― 658,240 ― 211,245
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(5) 【大株主の状況】

2022年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

岩崎 元治 埼玉県熊谷市 303,403 11.79

株式会社アイ・ティ・シー 埼玉県熊谷市妻沼東4丁目129-2 175,164 6.81

リード共栄投資会 埼玉県熊谷市弥藤吾578番地 156,727 6.09

株式会社埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号 125,900 4.89

埼玉興業株式会社 埼玉県川口市安行領根岸3152 86,400 3.36

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 58,744 2.28

岩崎 和子 埼玉県熊谷市 43,600 1.69

楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 41,800 1.62

J.P.MORGAN SECURITIES PLC
(常任代理人 ＪＰモルガン証券
株式会社)

25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON UK
(東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京
ビルディング)

37,800 1.47

有限会社原口製作所 埼玉県熊谷市弥藤吾275-2 31,600 1.23

計 ― 1,061,138 41.25

(注) 上記のほか、自己株式として 60,370株を所有しております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 60,300

― (注)１

完全議決権株式(その他)(注)２ 普通株式 2,565,100 25,651 (注)１

単元未満株式(注)３ 普通株式 7,560 ― (注)１

発行済株式総数 2,632,960 ― ―

総株主の議決権 ― 25,651 ―

(注) １. 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 400株(議決権の数 ４個)含まれて

おります。

３. 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式 70株が含まれております。

② 【自己株式等】

2022年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社リード

埼玉県熊谷市弥藤吾578番地 60,300 ― 60,300 2.29

計 ― 60,300 ― 60,300 2.29

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2022年７月１日から2022年９月

30日まで)及び第２四半期累計期間(2022年４月１日から2022年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、Moore

みらい監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来、当社が監査証明を受けているMoore至誠監査法人は、2022年７月１日付で、きさらぎ監査法人と合併

し、名称をMooreみらい監査法人に変更しております。

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,710,079 1,740,335

受取手形及び売掛金 502,197 516,678

電子記録債権 327,066 357,293

製品 81,515 69,092

仕掛品 27,635 28,303

原材料及び貯蔵品 173,529 183,772

その他 115,651 99,205

貸倒引当金 △140 △120

流動資産合計 2,937,535 2,994,561

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,454,954 1,416,324

構築物（純額） 43,555 40,233

機械及び装置（純額） 450,635 483,431

車両運搬具（純額） 6,213 8,765

工具、器具及び備品（純額） 285,553 221,316

土地 1,657,869 1,657,869

リース資産（純額） 510,316 396,415

建設仮勘定 24,378 106,943

有形固定資産合計 4,433,475 4,331,301

無形固定資産

ソフトウエア 612 1,076

リース資産 2,760 2,040

無形固定資産合計 3,372 3,116

投資その他の資産

投資有価証券 686,421 721,426

その他 85,990 92,425

貸倒引当金 △1,840 △5,620

投資その他の資産合計 770,571 808,232

固定資産合計 5,207,418 5,142,650

資産合計 8,144,954 8,137,212
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(単位：千円)

前事業年度
(2022年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 244,340 281,180

短期借入金 1,579,978 1,500,245

未払金 608,445 620,319

未払法人税等 6,718 23,985

賞与引当金 20,000 30,000

その他 282,946 246,858

流動負債合計 2,742,428 2,702,589

固定負債

長期借入金 1,945,934 1,932,580

退職給付引当金 62,313 60,201

資産除去債務 50,754 50,764

その他 947,544 899,632

固定負債合計 3,006,547 2,943,179

負債合計 5,748,976 5,645,768

純資産の部

株主資本

資本金 658,240 658,240

資本剰余金 211,245 211,245

利益剰余金 371,129 439,182

自己株式 △31,746 △31,746

株主資本合計 1,208,868 1,276,921

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 213,525 240,938

土地再評価差額金 973,583 973,583

評価・換算差額等合計 1,187,109 1,214,522

純資産合計 2,395,977 2,491,443

負債純資産合計 8,144,954 8,137,212

　



― 11 ―

(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 1,776,465 2,376,009

売上原価 1,733,784 2,031,370

売上総利益 42,681 344,639

販売費及び一般管理費 ※ 259,887 ※ 287,656

営業利益又は営業損失（△） △217,206 56,982

営業外収益

受取利息 70 51

受取配当金 10,372 10,716

受取賃貸料 22,042 19,980

助成金収入 61,303 25,056

その他 3,563 4,096

営業外収益合計 97,351 59,901

営業外費用

支払利息 25,364 23,548

その他 5,651 5,634

営業外費用合計 31,015 29,182

経常利益又は経常損失（△） △150,869 87,701

特別利益

投資有価証券売却益 16 12,481

特別利益合計 16 12,481

特別損失

固定資産除却損 2,695 757

特別損失合計 2,695 757

税引前四半期純利益又は
税引前四半期純損失（△）

△153,548 99,425

法人税、住民税及び事業税 410 18,515

法人税等調整額 20 △5

法人税等合計 430 18,509

四半期純利益又は四半期純損失（△） △153,978 80,916
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△153,548 99,425

減価償却費 185,474 230,088

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 3,760

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,970 △2,112

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 10,000

受取利息及び受取配当金 △10,442 △10,768

支払利息 25,364 23,548

助成金収入 △61,303 △25,056

投資有価証券売却損益（△は益） △16 △12,481

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,695 757

売上債権の増減額（△は増加） 282,474 △47,916

棚卸資産の増減額（△は増加） 4,010 3,997

仕入債務の増減額（△は減少） △73,993 74,949

未収消費税等の増減額（△は増加） 61,033 -

未払消費税等の増減額（△は減少） 26,949 △18,770

その他 △73,765 23,188

小計 201,922 352,611

利息及び配当金の受取額 10,437 10,763

利息の支払額 △25,511 △23,445

助成金の受取額 41,061 46,689

法人税等の支払額 △48 △820

法人税等の還付額 32,856 3,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 260,718 388,836

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,000 △3,000

投資有価証券の取得による支出 △986 △3,982

投資有価証券の売却による収入 28 20,901

有形固定資産の取得による支出 △138,751 △193,948

無形固定資産の取得による支出 - △465

貸付けによる支出 △400 -

貸付金の回収による収入 1,741 1,337

保険積立金の積立による支出 △4,839 △4,839

投資活動によるキャッシュ・フロー △146,207 △183,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 650,639 400,516

長期借入金の返済による支出 △480,038 △493,604

リース債務の返済による支出 △80,567 △68,879

配当金の支払額 △12,639 △12,618

財務活動によるキャッシュ・フロー 77,393 △174,585

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 191,903 30,256

現金及び現金同等物の期首残高 1,342,011 1,710,079

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,533,915 ※ 1,740,335
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)

(会計方針の変更)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める

経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとして

おります。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

(追加情報)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)

（新型コロナウイルス感染症の影響に係る会計上の見積り）

前事業年度の財務諸表において記載した、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定に重要な変更はあ

りません。

(四半期損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

給料手当賞与金 51,509千円 52,953千円

賞与引当金繰入額 2,340 〃 4,140 〃

荷造運送費 85,837 〃 103,200 〃

貸倒引当金繰入額 20 〃 3,760 〃

退職給付費用 1,156 〃 1,113 〃

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであ

ります。

前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

現金及び預金 1,533,915千円 1,740,335千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ― 〃 ― 〃

現金及び現金同等物 1,533,915千円 1,740,335千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年９月30日)

　

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 12,862 5.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

　

２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

　 該当事項はありません。

当第２四半期累計期間(自 2022年４月１日　至 2022年９月30日)

　

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月29日
定時株主総会

普通株式 12,862 5.00 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金

　

２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

　 該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント

自動車用部品 自社製品 賃貸不動産 計

売上高

一時点で移転される財 1,558,269 170,890 ― 1,729,159

一定の期間にわたり移転
される財

34,435 12,869 ― 47,305

顧客との契約から生じる
収益

1,592,704 183,760 ― 1,776,465

自動車部品 1,592,704 ― ― 1,592,704

電子機器 ― 76,955 ― 76,955

駐輪 ― 106,805 ― 106,805

外部顧客への売上高 1,592,704 183,760 ― 1,776,465

セグメント利益又は損失
(△)

△152,270 △14,351 15,752 △150,869

(注) １. 「賃貸不動産」については、収益及び費用とも営業外で処理しております。

２. 「セグメント利益又は損失(△)」の合計額は、四半期損益計算書の経常損失と一致しております。

Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント

自動車用部品 自社製品 賃貸不動産 計

売上高

一時点で移転される財 2,043,251 175,679 ― 2,218,931

一定の期間にわたり移転
される財

145,673 11,404 ― 157,078

顧客との契約から生じる
収益

2,188,925 187,083 ― 2,376,009

自動車部品 2,188,925 ― ― 2,188,925

電子機器 ― 95,230 ― 95,230

駐輪 ― 91,853 ― 91,853

外部顧客への売上高 2,188,925 187,083 ― 2,376,009

セグメント利益又は損失
(△)

81,064 △7,191 13,828 87,701

(注) １. 「賃貸不動産」については、収益及び費用とも営業外で処理しております。

２. 「セグメント利益又は損失(△)」の合計額は、四半期損益計算書の経常利益と一致しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

　１株当たり四半期純利益又は

　１株当たり四半期純損失(△)
△59円85銭 31円45銭

(算定上の基礎)

　四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) △153,978 80,916

　普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　普通株式に係る四半期純利益又は

　四半期純損失(△)(千円)
△153,978 80,916

　普通株式の期中平均株式数(株) 2,572,590 2,572,590

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

　 該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年11月14日

株式会社リード

取締役会 御中

M o o r e み ら い 監 査 法 人

東京都千代田区

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 吉 村 智 明

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 松 本 淳 一

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社リード

の2022年４月１日から2023年３月31日までの第90期事業年度の第２四半期会計期間（2022年７月１日から2022年９月30

日まで）及び第２四半期累計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半

期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社リードの2022年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての

重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　



・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、

四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存

続できなくなる可能性がある。

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年11月14日

【会社名】 株式会社リード

【英訳名】 The Lead Co., Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 岩 崎 元 治

【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし

【本店の所在の場所】 埼玉県熊谷市弥藤吾578番地

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社取締役社長 岩崎元治は、当社の第90期第２四半期（自 2022年７月１日 至 2022年９月30日）の四半期報

告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

　




